
フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

三
五

フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造

│
憲
法
工
学
的
考
察

│

　

東　
　
　
　

裕　

は
じ
め
に

フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
（T
he R

epublic of F
iji

）
は
、
南
太
平
洋
に
あ
る
人
口
約
八
八
万
人
、
国
土
面
積
一
万
八
、二
七
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
（
四
国
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
）
の
極
小
国
で
あ
る
。
人
口
の
六
割
弱
が
原
住
民
フ
ィ
ジ
ー
人
、
四
割
弱
が
イ
ン
ド
系
フ
ィ
ジ
ー
人
で
あ

る
。
イ
ン
ド
系
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
か
ら
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
の
た
め

契
約
労
働
者
と
し
て
入
植
し
、
そ
の
ま
ま
定
住
し
た
人
々
の
子
孫
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
半
ば
に
は
イ
ン
ド
系
の
人
口
が
半
数
を
超
え
た
時

期
も
あ
っ
た
。
両
民
族
間
に
深
刻
な
対
立
は
な
い
が
、
政
治
の
世
界
で
は
イ
ン
ド
系
が
政
権
を
と
る
と
原
住
民
系
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
起

論　

説

（
四
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六

き
た
こ
と
が
過
去
に
三
度
あ
る
。
一
九
七
〇
年
の
英
国
か
ら
の
独
立
以
来
、
一
九
八
七
年
に
二
回
、
二
〇
〇
〇
年
に
一
回
、
そ
し
て

二
〇
〇
六
年
に
一
回
と
ク
ー
デ
タ
を
経
験
し
、
民
主
政
に
復
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
（
1
）

。
こ
の
よ
う
な
複
合
民
族
国
家
フ
ィ

ジ
ー
に
あ
っ
て
、
国
民
統
合
が
独
立
以
来
の
最
大
の
政
治
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
四
度
目
の
ク
ー
デ
タ
は
そ
れ
以
前
の
三
回
の
ク
ー
デ
タ
と
は
異
な
り
原
住
民
系
の
国
軍
司
令
官
に
よ
る
原
住
民

系
政
権
の
転
覆
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
憲
法
は
停
止
さ
れ
、
議
会
は
解
散
さ
れ
た
ま
ま
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
は
停
止
さ
れ
て
い
た
憲

法
が
廃
止
さ
れ
て
新
体
制
の
成
立
が
宣
言
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
六
年
一
二
月
か
ら
約
七
年
八
ヶ
月
に
わ
た
り
軍
事
政
権
が
続
き
、

二
〇
一
三
年
九
月
に
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
八
年
ぶ
り
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
民
主
政
に
復
帰
し
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
〇
一
三
年
憲
法
は
、
独
立
時
の
一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
九
〇
年
憲
法
、
一
九
九
七
年
憲
法
に
続
く
四
つ
め
の

憲
法
で
あ
る
（
2
）

。
こ
の
憲
法
の
成
立
に
至
る
直
近
の
前
史
を
た
ど
り
、
憲
法
の
全
体
構
造
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
憲
法
の
目
的
、
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
諸
制
度
を
中
心
に
分
析
し
、
所
期
の
目
的
通
り
の
結
果
を
創
出
し
え
た
の
か
ど
う
か
を
憲
法
工
学
的
手

法
に
よ
っ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
（
3
）

。

一　

憲
法
成
立
前
史

1
．
一
九
七
〇
年
の
独
立
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
ま
で

一
九
七
〇
年
の
独
立
に
あ
た
っ
て
宗
主
国
英
国
の
指
導
の
下
に
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
複
合
民
族
国
家
フ
ィ
ジ
ー
は
英
国
女
王
を
国
家
元

首
と
す
る
立
憲
君
主
制
の
も
と
で
民
主
政
治
が
始
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
独
立
か
ら
一
七
年
後
に
イ
ン
ド
系
政
権
が
誕
生
す
る
に
至
っ
て

（
四
〇
四
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

三
七

原
住
民
系
の
軍
人
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
、
一
九
七
〇
年
憲
法
が
破
棄
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
に
は
原
住
民
系
の
政
治
的
優
位
を
定
め

た
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
一
九
九
〇
年
憲
法
は
七
年
以
内
の
見
直
し
を
定
め
た
暫
定
的
性
格
を
も
つ
憲
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

一
九
九
五
年
か
ら
憲
法
の
見
直
し
が
始
ま
り
、
一
九
九
七
年
に
は
両
民
族
の
協
調
を
基
調
と
す
る
国
民
統
合
に
向
け
た
一
九
九
七
年
憲
法

が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
憲
法
の
も
と
で
、
一
九
九
九
年
五
月
に
下
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
ド
系
の
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
（M

ahendra 

C
haudhry

）
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党
党
首
を
首
相
と
す
る
「
複
数
政
党
内
閣
（
4
）

」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
国
民
統
合
が
進

展
す
る
と
思
わ
れ
た
が
、
早
く
も
二
〇
〇
〇
年
五
月
に
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
文
民
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
、
こ
の
憲
法
が
一
時
そ
の

効
力
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
は
再
び
一
九
九
七
年
憲
法
の
効
力
が
回
復
し
、
同
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
下
院
議
員
の
総
選
挙
が
行
わ

れ
民
主
制
に
復
帰
し
た
。
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
二
〇
〇
六
年
五
月
に
は
こ
の
憲
法
下
で
三
回
目
の
下
院
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、

一
九
九
七
年
憲
法
の
も
と
で
国
民
統
合
が
一
歩
先
進
し
た
か
と
思
わ
れ
た
が
、
同
年
一
二
月
に
原
住
民
系
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官

に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
た
。

2
．
ク
ー
デ
タ
と
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
政
権
の
成
立

二
〇
〇
六
年
一
二
月
五
日
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
（Josaia V

oreqe B
ainim

aram
a

）
国
軍
司
令
官
が
全
権
を
掌
握
し
、
ガ
ラ
セ
（L

aisenia 

Q
arase

）
首
相
を
追
放
し
、
議
会
を
解
散
し
た
。
フ
ィ
ジ
ー
で
四
回
目
の
ク
ー
デ
タ
で
あ
っ
た
。
過
去
三
回
の
ク
ー
デ
タ
が
、
フ
ィ
ジ
ー

原
住
民
系
が
イ
ン
ド
系
政
権
を
追
放
す
る
と
い
う
民
族
主
義
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
は
原
住
民
系

（
四
〇
五
）
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三
八

の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
が
原
住
民
系
の
ガ
ラ
セ
政
権
を
「
腐
敗
」
を
理
由
に
追
放
し
た
の
で
あ
る
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
は
、
ガ
ラ
セ

政
権
は
一
九
九
七
年
憲
法
の
精
神
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
ク
ー
デ
タ
で
は
な
く
憲
法
保
障
の
た
め
の
「
浄
化
作
戦
」（clean-up 

cam
paign

）
で
あ
る
と
い
う
大
義
を
掲
げ
て
い
た
（
5
）

。

二
〇
〇
七
年
一
月
、
イ
ロ
イ
ロ
大
統
領
に
よ
っ
て
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
が
暫
定
政
権
首
相
に
任
命
さ
れ
、
首
相
と
一
四
名
の
閣
僚
か
ら
な
る

暫
定
政
権
（Interim

 G
overnm

ent

）
が
発
足
し
た
。
小
政
党
出
身
者
を
民
族
に
関
係
な
く
能
力
重
視
で
閣
僚
に
登
用
し
、
一
九
九
七
年
憲

法
が
目
的
と
し
た
国
民
統
合
政
府
を
実
現
し
た
。
二
月
下
旬
に
は
、
暫
定
政
権
は
三
年
後
の
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
下
院
議
員
総
選
挙
を
実

施
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
民
主
政
復
帰
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
示
さ
れ
た
。
フ
ィ
ジ
ー
国
内
で
は
暫
定
政
権
支
持
の
空
気
が
支

配
的
で
あ
っ
た
（
6
）

。

暫
定
政
権
成
立
か
ら
一
年
八
ヵ
月
後
の
二
〇
〇
八
年
八
月
六
日
に
は
、
暫
定
政
権
は
「
人
民
憲
章
」（P

eople ’s C
harter for C

hange, 

P
eace and P

rogress

）
草
案
（
7
）

を
発
表
し
、
そ
の
中
で
新
た
な
選
挙
制
度
が
提
案
さ
れ
た
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
首
相
は
、
総
選
挙
は
新
選

挙
制
度
の
下
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
準
備
に
は
一
二
か
月
か
ら
一
五
か
月
を
要
す
る
と
の
見
通
し
を
示
し
、
二
〇
〇
九
年
三
月
と

予
告
さ
れ
て
い
た
総
選
挙
の
延
期
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
選
挙
制
度
は
一
九
九
七
年
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
新
選
挙
制
度
の
も
と

で
総
選
挙
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
に
憲
法
改
正
を
視
野
に
入
れ
た
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、「
人
民
憲
章
」
は
新
憲
法

の
方
針
な
い
し
は
草
案
と
い
え
た
。

3
．
一
九
九
七
年
憲
法
の
破
棄
と
新
体
制
の
成
立

二
〇
〇
九
年
四
月
、
暫
定
軍
事
政
権
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。
四
月
九
日
に
暫
定
政
府
の
合
法
性
・
合
憲
性
を
否
定
す
る
控
訴
裁
判

（
四
〇
六
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

三
九

所
判
決
（
8
）

が
出
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
イ
ロ
イ
ロ
（R

atu Josefa Iloilovatu U
luivuda

）
大
統
領
が
憲
法
を
破
棄
し
、
自
ら
を
国
家
元
首

に
任
命
し
、
緊
急
命
令
た
る
大
統
領
令
（decree

）
に
よ
っ
て
統
治
す
る
と
し
て
新
体
制
の
成
立
を
宣
言
し
た
。
暫
定
政
権
首
相
で
あ
っ

た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
司
令
官
が
首
相
に
任
命
さ
れ
、
同
時
に
旧
暫
定
政
権
の
閣
僚
が
再
任
さ
れ
新
政
権
が
誕
生
し
た
。
国
家
元
首
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
と
も
い
う
べ
き
劇
的
な
政
治
変
動
が
起
き
た
（
9
）

。

新
政
権
は
、
選
挙
制
度
の
改
正
を
は
じ
め
と
す
る
諸
改
革
の
実
行
と
民
族
区
分
の
な
い
単
一
国
民
を
基
礎
と
し
た
国
民
の
権
利
の
平
等

化
を
実
現
す
る
新
憲
法
の
制
定
を
目
標
に
、
遅
く
と
も
二
〇
一
四
年
九
月
ま
で
に
平
等
な
投
票
権
を
基
礎
と
す
る
新
選
挙
制
度
の
下
で
国

会
議
員
選
挙
を
実
施
し
、
立
憲
民
主
制
へ
の
復
帰
を
め
ざ
す
方
針
を
表
明
し
た
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
九
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
民
主
制
復

帰
が
消
え
、「
真
の
民
主
的
な
選
挙
を
行
う
前
に
不
可
欠
な
諸
改
革
」
の
実
行
の
た
め
、
五
年
間
の
軍
事
政
権
の
継
続
が
確
実
と
な
っ
た
。

周
辺
先
進
民
主
主
義
諸
国
か
ら
の
批
判
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
が
、
フ
ィ
ジ
ー
政
府
は
そ
の
方
針
を
貫
徹
し
た
（
10
）

。

4
．
軍
事
政
権
に
よ
る
民
主
化
政
策
と
憲
法
制
定

二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
は
「
変
革
へ
の
戦
略
枠
組
み
」（A

 S
trategic F

ram
ew

ork for C
h

an
g e （11

））
と
い
う

二
〇
〇
九
│
一
四
年
の
五
年
間
の
政
策
実
施
計
画
を
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
二
〇
〇
九
│
一
一
年
は
社
会
・
経
済
状
況
及
び
イ
ン
フ

ラ
の
改
善
に
取
り
組
み
、
②
二
〇
一
二
年
九
月
ま
で
に
新
憲
法
作
成
作
業
を
開
始
し
、
③
二
〇
一
三
年
九
月
ま
で
に
新
憲
法
を
公
布
し
て
、

④
二
〇
一
四
年
九
月
ま
で
に
総
選
挙
を
実
施
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
は
政
策
要
綱
た
る
「
民
主
制
と
持
続
可
能
な
社
会
・
経
済
開
発
の
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」（R

oad
m

ap for 

D
em

ocracy an
d

 S
u

stain
able S

ocio-E
con

om
ic D

evelopm
en

t 2010-201 4 （
12
））

を
発
表
し
た
。
こ
の
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
は
「
人
民
憲
章
」

（
四
〇
七
）
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四
〇

を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
方
針
が
二
〇
一
三
年
憲
法
の
規
定
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
そ
の
中
で
、「
良
い
統
治
」

の
確
立
の
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
政
策
が
提
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
①
新
憲
法
を
制
定
し
て
す
べ
て
の
国
民
を
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F
ijian

）
と
呼
称
し
、
国
名
は
フ
ィ
ジ
ー
（F

iji

）
と
す
る
こ
と
、

②
全
国
一
区
の
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
を
採
用
し
て
一
院
制
国
会
と
す
る
こ
と
、
③
国
の
安
全
保
障
を
強
化
し
「
ク
ー
・
サ
イ
ク

ル
」
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
、
④
反
腐
敗
独
立
委
員
会
の
設
置
、
な
ど
の
政
策
が
「
良
い
統
治
」（good governance

）
に
必
要
な
政
策
と

し
て
掲
げ
ら
れ
た
。

ま
た
、「
経
済
開
発
」
に
つ
い
て
は
、
生
産
的
・
社
会
的
目
的
の
た
め
の
土
地
利
用
促
進
や
投
資
の
促
進
等
が
目
標
と
さ
れ
、「
社
会
・

文
化
開
発
」
と
し
て
、
貧
困
削
減
、
知
識
を
基
礎
と
し
た
社
会
づ
く
り
と
し
て
の
教
育
の
充
実
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
、
共
通
の

国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
開
発
と
社
会
的
統
合
の
形
成
が
目
標
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
計
画
通
り
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
二
〇
一
三
年
九
月
六
日
に
大
統
領
の
承
認
を
経
て
発
効
し
た
。
翌
二
〇
一
四
年
九
月

一
七
日
に
は
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
フ
ィ
ジ
ー
は
民
主
制
へ
と
復
帰
し
た
。
こ
う
し
て
今
、
二
〇
一
三
年
憲
法
の
も
と
で
の
二
度
目
の
総

選
挙
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。（
二
〇
一
八
年
八
月
現
在
）

二　

憲
法
の
構
成

1
．
全
体
構
成

二
〇
一
三
年
憲
法
は
、
前
文
と
本
文
一
二
章
（
全
一
七
四
条
）
か
ら
な
る
。
各
章
は
、
第
一
章
│
国
家
、
第
二
章
│
権
利
章
典
、
第
三

（
四
〇
八
）
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章
│
国
会
、
第
四
章
│
行
政
部
、
第
五
章
│
司
法
部
、
第
六
章
│
国
家
業
務
、
第
七
章
│
歳
入
及
び
歳
出
、
第
八
章
│
説
明
責
任
及
び
透

明
性
、
第
九
章
│
緊
急
権
、
第
一
〇
章
│
免
責
、
第
一
一
章
│
憲
法
の
改
正
、
お
よ
び
第
一
二
章
│
施
行
、
解
釈
、
廃
止
及
び
経
過
、
と

な
っ
て
い
る
（
13
）

。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
七
年
憲
法
は
前
文
と
本
文
一
六
章
（
全
一
九
五
条
）
で
、
各
章
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
第
一
章
│

国
家
、
第
二
章
│
コ
ン
パ
ク
ト
、
第
三
章
│
市
民
権
、
第
四
章
│
権
利
章
典
、
第
五
章
│
社
会
正
義
、
第
六
章
│
国
会
、
第
七
章
│
行
政

部
、
第
八
章
│
大
酋
長
会
議
、
第
九
章
│
司
法
部
、
第
一
〇
章
│
国
家
業
務
、
第
一
一
章
│
説
明
責
任
、
第
一
二
章
│
歳
入
及
び
歳
出
、

第
一
三
章
│
集
団
の
権
利
、
第
一
四
章
│
緊
急
権
、
第
一
五
章
│
改
正
、
第
一
六
章
│
施
行
、
解
釈
及
び
廃
止
、
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
九
七
年
憲
法
か
ら
原
住
民
の
権
利
に
関
係
す
る
四
章
（
第
二
章
│
コ
ン
パ
ク
ト
、
第
三
章
│
大
酋
長
会
議
、
第
五
章
│
社
会

正
義
、
第
一
三
章
│
集
団
の
権
利
）
を
削
除
し
た
も
の
が
二
〇
一
三
年
憲
法
の
章
立
て
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
住
民
系
を

優
遇
す
る
条
項
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
こ
と
が
二
〇
一
三
年
憲
法
構
成
か
ら
一
見
し
て
み
て
取
れ
る
の
で
あ
る
（
14
）

。

2
．
目
的
規
定

Ａ
．
前
文
に
現
れ
た
目
的

前
文
で
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
国
民
は
、
フ
ィ
ジ
ー
社
会
を
構
成
す
る
四
つ
の
民
族
（
原
住
民
フ
ィ
ジ
ー
人
、
ロ
ツ
マ
島
出
身
の
ロ
ツ
マ
人
、
英

領
イ
ン
ド
お
よ
び
太
平
洋
諸
島
か
ら
の
契
約
労
働
者
移
民
の
子
孫
、
そ
の
他
の
フ
ィ
ジ
ー
移
民
の
子
孫
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
文
化
・
習
慣
・
伝

統
及
び
言
語
を
承
認
す
る
こ
と
、
そ
し
て
原
住
民
フ
ィ
ジ
ー
人
と
ロ
ツ
マ
人
に
つ
い
て
は
そ
の
土
地
の
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
を
冒
頭
で

謳
っ
て
い
る
。

（
四
〇
九
）
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二

こ
こ
で
は
フ
ィ
ジ
ー
社
会
を
構
成
す
る
四
つ
の
民
族
の
独
自
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
諸
民
族
を
含
む
の
が
フ
ィ
ジ
ー
国
民
で
あ
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
住
民
に
つ
い
て
は
そ
の
土
地
所
有
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
伝
統
的
な
総
有
に
よ
る
慣
習
地
の
保
護

を
約
束
し
て
い
る
。

続
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijians

）
で
、
共
通
か
つ
平
等
な
市
民
（citizenry

）
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
」
こ

と
を
宣
言
し
、「
こ
の
憲
法
が
フ
ィ
ジ
ー
の
最
高
法
規
と
し
て
政
府
と
す
べ
て
の
国
民
の
行
為
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
、
み
ず
か
ら
人
権
の
承
認
と
保
護
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
関
与
し
、
正
義
、
国
の
主
権
と
安
全
、
社
会
と
経
済
の
福
祉
、
お
よ
び
わ

れ
わ
れ
の
環
境
の
保
護
を
宣
言
し
、
こ
こ
に
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
の
た
め
に
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
明
確
に
、
フ
ィ
ジ
ー
社
会
を
構
成
す
る
諸
民
族
が
、
か
つ
て
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
だ
け
を
意
味
し
た
「
フ
ィ
ジ
ア
ン
」
と
い

う
共
通
の
国
民
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
い
ず
れ
の
民
族
も
「
平
等
な
市
民
」
と
し
て
そ
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
フ
ィ
ジ
ー
憲
法
は
「
最
高
法
規
と
し
て
政
府
と
す
べ
て
の
国
民
の
行
為
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
」
と
の
憲
法
観
が
示

さ
れ
、
憲
法
に
と
っ
て
「
人
権
の
承
認
と
保
護
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
関
与
し
、
正
義
、
国
の
主
権
と
安
全
、
社
会
と
経
済
の
福
祉
、

お
よ
び
わ
れ
わ
れ
の
環
境
の
保
護
」
が
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
文
の
内
容
は
、
憲
法
制
定
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
．
第
一
章
国
家
の
各
条
項
に
現
れ
た
目
的

第
一
章
│
国
家
（T

H
E
 S
T
A
T
E

）
の
各
条
項
に
は
、
前
文
の
宣
言
を
受
け
た
憲
法
の
目
的
が
見
出
さ
れ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
（
一

（
四
一
〇
）
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条
）、
憲
法
の
最
高
法
規
性
（
二
条
）、
憲
法
解
釈
の
諸
原
則
（
三
条
）、
世
俗
国
家
（
四
条
）、
お
よ
び
市
民
権
（
五
条
）
の
五
カ
条
か
ら
な

る
本
章
で
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
諸
規
定
で
あ
る
。

⑴　

民
族
区
分
の
な
い
国
民
統
合

フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
は
、「
共
通
か
つ
平
等
な
市
民
及
び
国
民
統
合
に
基
づ
く
こ
と
」（
一
条
⒜
）、「
人
の
権
利
、
自
由
、
及
び
法
の
支
配

を
尊
重
す
る
こ
と
」（
同
条
⒝
）
な
ど
、
第
一
条
で
八
項
目
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
価
値
に
基
礎
を
お
く
主
権
民
主
国
家
で
あ
る
こ
と

が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
共
通
か
つ
平
等
な
市
民
」
と
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
に
共
通
か
つ
平
等
な
国
民
と

し
て
市
民
的
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
憲
法
の
目
的
の
一
つ
が
、
民
族
区
分
を
超
え
た
「
国
民
統
合
」

を
志
向
し
た
憲
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
独
立
以
来
、
主
と
し
て
イ
ン
ド
系
フ
ィ
ジ
ー
人
が
要
求
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
独
立
か
ら
四
三
年
目
に
し
て
実
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
憲
法
で
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
国
民
の
政
治
的
優
位
が
明
確
に
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
（
15
）

が
、

一
九
七
〇
年
憲
法
と
一
九
九
七
年
憲
法
で
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
の
市
民
的
権
利
、
す
な
わ
ち
選
挙
権
に
つ
い
て
は
そ
の
人

口
比
に
応
じ
た
一
定
の
平
等
化
が
図
ら
れ
て
い
た
（
16
）

。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
厳
然
と
し
た
民
族
区
分
が
存
在
し
た
た
め
、
完
全
な
平
等
と
は

い
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
〇
一
三
年
憲
法
で
初
め
て
民
族
区
分
の
な
い
完
全
な
平
等
が
規
定
さ
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ

と
な
の
で
あ
る
。

市
民
権
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
に
従
い
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ジ
ー
市
民
は
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijian

）
と
し
て
平
等
の
地
位
を

有
す
る
」（
五
条
⑴
項
）
と
し
て
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
統
一
的
に
フ
ィ
ジ
ー
市
民
と
し
て
把
握
し
、

（
四
一
一
）
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四

こ
れ
ま
で
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
国
民
を
意
味
し
た
「
フ
ィ
ジ
ア
ン
」
が
フ
ィ
ジ
ー
国
民
の
統
一
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
民
族
に
よ
る
区
分
に
よ
ら
ず
、
フ
ィ
ジ
ー
の
市
民
権
を
有
す
る
者
は
す
べ
て
「
フ
ィ
ジ
ア
ン
」、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ジ
ー
国
民
で

あ
る
と
し
て
、
民
族
に
よ
る
国
民
の
分
割
を
回
避
し
、
諸
民
族
を
国
民
と
し
て
統
合
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

憲
法
支
持
・
擁
護
義
務

憲
法
の
最
高
法
規
性
の
規
定
で
、「
こ
の
憲
法
は
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ジ
ー
国
民
と
国
家
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
国
家
の
公
職
に
あ
る
す
べ
て
の
人
を
含
む
」（
二
条
⑶
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
家
権
力
を
行
使
す
る
者
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

一
般
の
国
民
（
文
民
）
に
よ
っ
て
、
憲
法
が
破
棄
さ
れ
た
経
験
を
背
景
と
し
た
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。

民
主
主
義
の
歴
史
の
浅
い
国
に
あ
っ
て
は
国
民
お
よ
び
国
家
権
力
を
行
使
す
る
も
の
の
双
方
に
お
い
て
憲
法
に
対
す
る
規
範
意
識
が
不

十
分
で
あ
る
た
め
、
憲
法
ま
た
は
政
治
へ
の
不
満
ま
た
は
不
支
持
が
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
を
無
視
し
て
あ
か
ら
さ
ま
な
力
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
四
回
の
ク
ー
デ
タ
の
う
ち
一
九
八
七
年
の
二
回
は
陸
軍
幹
部
軍
人
に
よ
っ
て
、

二
〇
〇
六
年
は
国
軍
司
令
官
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
は
一
般
国
民
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
、「
国
家
の
公
職
に
あ
る
す
べ
て
の
人
」
と
「
フ
ィ
ジ
ー
国
民
」
に
対
し
て
憲
法
を
支
持
し
尊
重
す
る
義
務
を
明
文
化
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
直
接
的
に
は
、
ク
ー
デ
タ
の
抑
止
を
意
図
し
た
規
定
の
一
つ
と
い
え
る
。

⑶　

ク
ー
デ
タ
の
無
効
化

「
こ
の
憲
法
に
定
め
の
な
い
他
の
方
法
に
よ
っ
て
政
府
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
も
違
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
試
み
に

（
四
一
二
）
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よ
っ
て
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
為
は
無
効
で
あ
り
何
ら
の
効
力
も
有
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
を
超
え
た
試
み
の
中
で
な
さ
れ
た
行
為
の

実
行
者
に
合
法
的
に
免
責
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
四
条
⒜
、
⒝
号
）
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
ク
ー
デ
タ
文
化
」
に
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
し
た
憲
法
保
障
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
実
と
し
て
「
こ
の
憲
法
に
定
め
の
な
い
他
の
方
法
に
よ
っ
て
政
府
を
設
立
」
す
る
こ
と
が
憲
法
の
廃
止
を
と
も
な
っ
て
試

み
ら
れ
、
そ
の
試
み
が
国
民
の
支
持
を
得
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
は
す
べ
て
そ
の
後
に
国
民

の
支
持
を
獲
得
し
て
い
る
。
廃
止
さ
れ
た
憲
法
は
新
た
に
成
立
し
た
政
府
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
の
文
民
ク
ー
デ

タ
を
別
と
し
て
、
軍
人
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
は
実
行
者
が
そ
の
後
政
権
を
握
り
、
か
つ
国
民
の
支
持
も
獲
得
し
、「
憲
法
を
超
え
た
試
み
の

中
で
な
さ
れ
た
行
為
の
実
行
者
」
は
「
合
法
的
に
免
責
」
さ
れ
て
い
っ
た
（
17
）

。
こ
れ
が
「
ク
ー
デ
タ
文
化
」（coup culture

）
と
も
称
さ
れ

る
独
立
以
来
の
フ
ィ
ジ
ー
の
政
治
文
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
の
憲
法
は
明
確
に
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
効
性
は
今
後
一
定
の

時
間
の
経
過
を
待
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

⑷　

共
通
言
語
に
よ
る
国
民
統
合

憲
法
解
釈
の
諸
原
則
で
、「
こ
の
憲
法
は
英
語
で
採
択
さ
れ
る
が
、
フ
ィ
ジ
ー
の
諸
言
語
に
よ
る
翻
訳
も
利
用
で
き
る
」（
三
条
⑶
項
）

と
し
、
英
語
と
翻
訳
に
明
ら
か
な
齟
齬
の
あ
る
場
合
は
英
語
版
の
意
味
が
優
先
す
る
」（
同
条
⑷
項
）
と
し
て
、
英
語
に
優
越
的
な
地
位
を

与
え
て
い
る
。
言
語
に
よ
る
国
民
分
割
を
避
け
、
共
通
語
で
あ
る
英
語
で
の
国
民
統
合
を
は
か
る
意
図
が
窺
え
る
。

た
だ
し
、
英
語
は
旧
宗
主
国
の
言
語
で
あ
る
外
国
語
で
あ
る
た
め
、
一
方
で
憲
法
に
つ
い
て
は
「
フ
ィ
ジ
ー
の
諸
言
語
に
よ
る
翻
訳
も

利
用
で
き
る
」
と
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
翻
訳
憲
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
国
民
統
合
と
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持
に
配
慮
し
た

（
四
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
六

規
定
と
い
え
よ
う
。

三　

目
的
実
現
の
た
め
の
諸
制
度

1
．
議
会
制
度
お
よ
び
選
挙
制
度
と
そ
の
特
徴

国
会
は
一
院
制
で
、
国
会
に
国
の
立
法
権
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
行
使
す
る
（
四
六
条
・
四
七
条
）。
国
会
の
構
造
に
は
国
民
統
合
と
い

う
こ
の
憲
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
制
度
的
試
み
が
以
下
の
よ
う
に
み
て
取
れ
る
。

⑴　

民
族
別
議
席
を
排
し
た
一
院
制
国
会

第
一
に
、
国
会
は
選
挙
さ
れ
た
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
（
五
四
条
）、
投
票
は
自
由
か
つ
公
正
に
秘
密
投
票
で
行
わ
れ
る
（
五
二
条
）。
複

合
民
族
国
家
フ
ィ
ジ
ー
で
は
、
独
立
以
来
、
二
院
制
が
採
用
さ
れ
、
民
族
別
の
選
挙
制
と
議
会
制
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
独
立
時
の

一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
八
七
年
の
二
度
の
ク
ー
デ
タ
後
に
制
定
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
憲
法
、
そ
し
て
国
民
統
合
を
目
指
し
た
一
九
九
七

年
憲
法
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
若
干
の
変
更
を
伴
い
な
が
ら
も
そ
の
制
度
の
基
本
は
維
持
さ
れ
て
き
た
（
18
）

。

一
九
九
七
年
憲
法
で
は
下
院
議
員
の
定
数
は
七
一
で
、
う
ち
二
五
議
席
が
民
族
区
分
の
な
い
オ
ー
プ
ン
シ
ー
ト
で
選
出
さ
れ
、
残
り

四
六
議
席
が
民
族
ご
と
に
区
分
さ
れ
た
四
つ
の
選
挙
人
名
簿
を
基
礎
に
選
出
さ
れ
て
い
た
（
19
）

。
ま
た
、
上
院
は
民
族
別
制
で
選
挙
に
よ
ら
な

い
任
命
制
で
あ
っ
た
（
20
）

。
し
た
が
っ
て
、
一
院
制
へ
の
移
行
と
議
員
定
数
の
削
減
、
民
族
別
選
挙
人
名
簿
の
廃
止
お
よ
び
国
会
の
民
族
別
議

席
の
廃
止
は
き
わ
め
て
大
き
な
革
命
的
変
革
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
単
一
の
フ
ィ
ジ
ー
国
民
の
選
挙
に
よ
る
単
一
の
フ
ィ
ジ
ー
人

（
四
一
四
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

四
七

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
一
院
制
国
会
だ
け
と
な
り
、
単
一
の
国
民
に
よ
る
国
民
統
合
が
制
度
的
に
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑵　

大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制

第
二
に
、
選
挙
制
度
は
「
大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
」
で
、
一
人
一
票
で
投
票
す
る
（
五
三
条
⑴
項
）。
一
九
九
七
年
憲
法

で
は
、「
小
選
挙
区
優
先
順
位
付
き
選
択
投
票
制
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
（
21
）

。
こ
の
選
挙
制
度
の
投
票
の
複
雑
さ
、
制
度
の
も
た
ら
す
多
数

代
表
的
効
果
、
そ
し
て
一
部
に
み
ら
れ
た
第
一
順
位
の
逆
転
現
象
が
、
民
意
の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
国
民
の
間
に
選
挙
制
度
に

対
す
る
不
信
感
を
高
め
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（
22
）

。
そ
の
た
め
、
大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
採
用
は
、
こ
れ
ら
の
小

選
挙
区
優
先
順
位
付
き
選
択
投
票
制
に
み
ら
れ
た
「
欠
点
」
を
是
正
す
る
も
の
と
し
て
、
選
挙
制
度
に
対
す
る
不
信
感
を
払
拭
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

「
選
挙
区
」
に
つ
い
て
は
、
地
区
に
よ
り
民
族
別
の
人
口
比
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
差
異
を
解
消
す
る
た
め
、
全
国
一
区

と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
単
純
か
つ
投
票
価
値
の
平
等
を
確
実
に
実
現
す
る
全
国
一
区
の
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
採
用
で
、

こ
の
制
度
も
ま
た
単
一
の
国
民
統
合
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑶　

民
族
別
選
挙
人
名
簿

第
三
に
、
選
挙
委
員
会
は
、
選
挙
区
ご
と
に
単
一
の
国
民
共
通
選
挙
人
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
五
条
⑸
項
）。
独
立
時
の

一
九
七
〇
年
憲
法
か
ら
一
九
九
七
年
憲
法
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
民
族
別
選
挙
人
名
簿
（
23
）

が
廃
止
さ
れ
、
民
族
区
分
の
な
い
単
一
の
共
通

名
簿
に
よ
る
選
挙
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
重
大
な
変
革
で
あ
る
。
単
一
の
共
通
名
簿
に
よ
る
選
挙
は
、
一
九
七
〇
年
憲
法
の
制
定
時
か
ら

（
四
一
五
）
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法
学　

第
八
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四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
八

イ
ン
ド
系
を
中
心
に
主
張
さ
れ
て
き
た
が
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
23
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
族
に
よ
る
政
治
的
権
利
の
不
平
等

が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
単
一
の
国
民
に
よ
る
国
民
統
合
の
た
め
の
大
改
革
の
一
つ
で
あ
る
。

2
．
行
政
権
と
そ
の
特
徴

行
政
部
の
第
四
章
は
、
第
Ａ
部
│
大
統
領
、
第
Ｂ
部
│
内
閣
、
の
二
部
一
六
ヵ
条
か
ら
な
る
。

⑴　

大
統
領

大
統
領
は
国
家
元
首
で
あ
り
、
国
の
行
政
権
は
大
統
領
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
八
一
条
⑵
項
）。
こ
の
点
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
と
同
様

で
あ
る
が
、
大
統
領
は
国
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
（
八
四
条
⑴
項
）
点
で
一
九
九
七
年
憲
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
九
七
年
憲
法
で
は
大
統
領
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
の
伝
統
的
首
長
の
組
織
で
あ
る
大
酋
長
会
議
が
首
相
と
協
議
し
た
後
に
、
大
酋

長
会
議
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
が
（
一
九
九
七
年
憲
法
九
〇
条
）、
二
〇
一
三
年
憲
法
で
は
大
酋
長
会
議
の
規
定
そ
の
も
の
が
な
く
な
り
、

大
統
領
は
国
会
に
よ
る
任
命
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
大
統
領
の
地
位
の
民
主
的
正
統
性
が
強
化
さ
れ
、
中
立
的
な
国
家
元
首
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

い
ず
れ
の
民
族
に
も
偏
ら
な
い
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
大
統
領
の
地
位
の
基
礎
づ
け
に
対
す
る
配
慮
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵　

内
閣

内
閣
に
つ
い
て
は
、
責
任
政
府
（R

esponsible G
overnm

ent

）
と
し
て
、「
政
府
は
国
会
の
信
任
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
〇
条
）。

（
四
一
六
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

四
九

「
内
閣
（C

abinet

）
は
、
主
宰
す
る
首
相
及
び
首
相
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
閣
僚
で
構
成
さ
れ
」（
九
一
条
⑴
項
）、「
首
相
及
び
閣
僚
は
そ

の
権
力
と
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
、
個
々
に
及
び
連
帯
し
て
国
会
に
責
任
を
負
う
」（
同
条
⑵
項
）。

首
相
は
政
府
の
長
（head of the G

overnm
ent

）
で
あ
る
（
九
二
条
⑴
項
）。
首
相
は
国
会
に
議
席
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
九
三
条
⑵

項
）、
国
会
議
員
の
選
挙
後
、
国
会
議
員
の
五
〇
％
を
超
え
る
議
席
を
占
め
る
政
党
の
党
首
で
あ
る
議
員
が
首
相
に
就
任
す
る
（
同
条
⑵

項
）。
五
〇
％
を
超
え
る
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
が
な
い
場
合
は
、
国
会
議
長
が
議
員
に
立
候
補
を
呼
び
か
け
、
議
員
の
投
票
に
よ
っ
て

過
半
数
の
支
持
を
得
た
者
が
首
相
に
選
出
さ
れ
る
（
同
条
⑶
項
）。
首
相
は
、
不
信
任
動
議
が
可
決
さ
れ
た
場
合
に
の
み
解
職
さ
れ
る
が
、

そ
の
場
合
、
代
わ
り
の
首
相
候
補
者
と
な
る
議
員
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
四
条
⑴
項
）。
な
お
、
閣
僚
は
国
会
議
員
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
九
五
条
⑴
項
）。

下
院
で
過
半
数
の
議
席
を
占
め
る
政
党
の
党
首
が
首
相
に
就
任
す
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
過
半
数
の
支

持
を
得
た
議
員
が
首
相
に
選
出
さ
れ
る
と
す
る
点
で
、
内
閣
の
民
主
的
基
礎
付
け
に
配
慮
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
憲
法
に
あ
っ
た
複
数

政
党
内
閣
制
の
規
定
（
一
九
九
七
年
憲
法
九
九
条
⑶
項
）
は
削
除
さ
れ
た
が
、
こ
の
制
度
は
そ
も
そ
も
各
政
党
が
民
族
別
に
組
織
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
（
24
）

、
政
治
の
舞
台
で
の
民
族
的
要
素
を
追
放
し
た
二
〇
一
三
年
憲
法
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の

は
当
然
と
い
え
よ
う
。

3
．
人
権
保
障
と
原
住
民
の
権
利

第
一
章
│
権
利
章
典
は
、
第
六
条
か
ら
第
四
五
条
の
四
〇
ヵ
条
か
ら
な
る
。
適
用
（
六
条
）、
本
章
の
解
釈
（
七
条
）
に
続
き
、
身
体
の

自
由
、
国
務
請
求
権
、
精
神
的
自
由
権
、
経
済
的
自
由
権
、
社
会
権
お
よ
び
新
し
い
人
権
な
ど
に
関
す
る
諸
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
ほ
か

（
四
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
〇

に
、
当
初
の
政
府
草
案
に
は
な
か
っ
た
、
①
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
、
ロ
ツ
マ
人
及
び
キ
リ
バ
ス
の
バ
ナ
バ
島
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
バ
ナ
バ

人
の
土
地
の
保
護
（
二
八
条
）、
②
土
地
の
権
利
及
び
利
益
の
保
護
（
二
九
条
）、
③
鉱
物
の
採
掘
に
対
す
る
公
正
な
採
掘
権
の
分
配
に
関
す

る
土
地
保
有
者
の
権
利
（
三
〇
条
）、
と
い
う
原
住
民
の
権
利
保
護
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
国
民
統
合
に
寄
与
す
る
と
考

え
ら
れ
る
条
項
が
、
以
下
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

人
権
規
定
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、「
国
家
及
び
公
職
に
あ
る
者
は
、
本
章
で
認
め
ら
れ
た
権
利
及
び
自
由
を
尊
重
し
、
保
護
し
、
促
進

し
、
そ
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
六
条
）
と
定
め
、
こ
れ
ら
人
権
お
よ
び
原
住
民
の
権
利
に
関
し
て
積
極
的
な
実
現
へ
の
取

り
組
み
を
国
家
お
よ
び
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
本
章
に
定
め
る
人
権
に
は
、
人
身
の
自
由
・
刑
事
手
続
き
の

保
障
等
（
八
条
〜
一
六
条
）、
自
由
権
的
基
本
権
・
財
産
権
の
保
障
（
一
七
条
〜
二
七
条
）、
社
会
権
的
基
本
権
・
新
し
い
人
権
（
三
一
条
〜

四
二
条
）
な
ど
の
今
日
の
諸
国
憲
法
に
普
遍
的
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
中
で
フ
ィ
ジ
ー
の
国
民
統
合
に
資
す
る
と

考
え
ら
れ
る
の
が
一
連
の
社
会
権
規
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
育
に
対
す
る
権
利
（
三
一
条
）、
経
済
的
参
加
に
対
す
る
権
利
（
三
二
条
）、
労
働
及
び
公
正
な
最
低
賃
金
に
対
す
る
権
利

（
三
三
条
）、
交
通
へ
の
合
理
的
な
ア
ク
セ
ス
の
権
利
（
三
四
条
）、
住
居
及
び
公
衆
衛
生
に
対
す
る
権
利
（
三
五
条
）、
十
分
な
食
料
及
び
水

に
対
す
る
権
利
（
三
六
条
）、
社
会
保
障
ス
キ
ー
ム
に
対
す
る
権
利
（
三
七
条
）、
健
康
に
対
す
る
権
利
（
三
八
条
）、
恣
意
的
立
ち
退
き
か
ら

の
自
由
（
三
九
条
）、
環
境
権
（
四
〇
条
）、
子
ど
も
の
権
利
（
四
一
条
）、
お
よ
び
障
害
者
の
権
利
（
四
二
条
）
の
各
規
定
に
定
め
ら
れ
た
権

利
・
自
由
の
保
障
で
あ
る
（
25
）

。

こ
れ
ら
の
条
項
は
、
極
め
て
具
体
的
な
権
利
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
み
な
ら
ず
開
発
途
上
国

の
国
民
に
共
通
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
て
も
、
国
家
の
財
政
基
盤
の
脆
弱
性
に
よ
り
現
実
に
は
十
分
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
権
利
で
あ

（
四
一
八
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
一

る
。
フ
ィ
ジ
ー
は
太
平
洋
島
嶼
国
の
中
で
は
比
較
的
恵
ま
れ
た
自
然
的
・
社
会
的
・
経
済
的
環
境
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
諸
権
利
を

具
体
的
・
個
別
的
に
憲
法
で
規
定
し
た
こ
と
は
、
国
民
の
権
利
保
障
の
た
め
に
国
家
が
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
政
策
課
題
を
提
示
し
、

そ
の
実
現
に
向
け
た
国
家
の
責
務
を
表
明
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

特
に
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
経
済
的
に
劣
位
に
あ
る
原
住
民
系
フ
ィ
ジ
ー
人
や
イ
ン
ド
系
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
日
々
の
生
活
保
障
が
重

大
な
関
心
事
で
あ
る
。
ま
た
、
原
住
民
系
に
と
っ
て
は
市
民
的
権
利
の
平
等
化
は
、
イ
ン
ド
系
の
政
治
的
支
配
を
強
め
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住

民
系
の
権
利
侵
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
国
土
の
約
九
〇
％
を
占
め
る
伝
統

的
な
共
同
体
に
よ
る
土
地
保
有
制
度
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
一
方
イ
ン
ド
系
農
民
に
と
っ
て
は
賃

貸
借
契
約
に
よ
る
農
地
で
の
耕
作
と
い
う
不
安
定
な
状
態
は
生
活
の
先
き
行
き
に
対
す
る
不
安
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
双
方
の
不
安
を
解
消
す
る
の
が
具
体
的
な
社
会
権
の
保
障
と
原
住
民
の
権
利
保
護
規
定
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
原
住
民
系
の

土
地
の
流
動
化
に
対
す
る
不
安
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
住
民
系
に
市
民
的
権
利
の
平
等
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
醸
成
さ
れ
る
と

見
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
事
政
権
が
行
っ
て
き
た
政
策
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
権
規
定
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
先
取
り
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
政
権
へ
の
民
族
を
越
え
た
国
民
の
一
貫
し
た
支
持
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
26
）

。

4
．
免
責
条
項

第
一
〇
章
で
は
、「
一
九
九
〇
年
憲
法
の
下
で
認
め
ら
れ
た
免
責
は
継
続
」（
一
五
五
条
）、「
二
〇
一
〇
年
の
政
治
的
事
件
に
対
す
る
政

令
に
規
定
さ
れ
た
責
任
の
制
限
の
下
で
認
め
ら
れ
た
免
責
の
継
続
」（
一
五
六
条
）、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
か
ら
こ
の
憲
法
の
施
行
後
初
の

国
会
が
招
集
さ
れ
る
ま
で
の
政
府
に
直
接
又
は
間
接
に
関
わ
っ
た
者
に
対
す
る
「
更
な
る
免
責
」（
一
五
七
条
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ

（
四
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
二

し
て
こ
の
憲
法
に
含
ま
れ
る
い
か
な
る
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
章
及
び
本
章
で
認
め
ら
れ
継
続
し
て
い
る
免
責
は
、
改
定
し
、
修
正

し
、
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、「
免
責
を
確
定
」（
一
五
八
条
）
さ
せ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、「
二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
ク
ー
デ
タ
か
ら
現
在
の
政
権
に
至
る
政
治
的
事
件
に
関
わ
り
、
そ
し
て
今
後
新
憲
法
の

下
で
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
初
め
て
国
会
が
招
集
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
大
統
領
、
首
相
、
閣
僚
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
軍
、
フ
ィ
ジ
ー
警
察
、

フ
ィ
ジ
ー
矯
正
業
務
、
司
法
権
、
公
共
業
務
、
及
び
そ
の
他
の
公
職
に
あ
っ
た
者
に
対
す
る
刑
事
、
民
事
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
責
任
も

免
除
す
る
」（
一
五
七
条
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
以
降
の
同
様
の
事
件
に
関
わ
っ
た
も
の

の
免
責
を
確
認
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
過
去
は
水
に
流
し
て
新
た
な
遡
及
的
な
混
乱
を
回
避
し
て
、
未
来
志
向

の
国
民
統
合
へ
の
障
害
を
除
去
す
る
規
定
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5
．
憲
法
改
正
条
項

第
一
一
章
は
、
憲
法
の
改
正
（
一
五
九
条
）、
改
正
手
続
（
一
六
〇
条
）
お
よ
び
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
改
正
（
一
六
一
条
）

の
三
ヵ
条
か
ら
な
る
。

憲
法
の
改
正
は
、「
こ
の
憲
法
、
又
は
こ
の
憲
法
の
ど
の
条
項
の
改
正
に
つ
い
て
も
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（
一
五
九
条
）
と
し
て
、
こ
の
憲
法
改
正
手
続
に
よ
ら
な
い
改
正
を
排
除

す
る
。
憲
法
改
正
手
続
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
け
る
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
に
続
い
て
、
国
民
投
票
で
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
を
要

求
し
て
い
る
（
一
六
〇
条
⑵
項
⒝
号
）。
一
九
九
七
年
憲
法
で
は
両
院
の
各
院
で
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要
件
と
し
て
い
た
（
一
九
九
七

年
憲
法
一
九
一
条
⑵
項
⒝
号
）
の
に
比
べ
、
硬
性
化
し
た
改
正
手
続
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
免
責
を
定
め
た
第
一
〇
章
の
各
条
項
と
経
過

（
四
二
〇
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
三

規
定
で
あ
る
第
一
二
章
Ｄ
部
の
諸
規
定
を
無
効
に
す
る
改
正
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
一
五
九
条
⑵
項
）。

な
お
、
一
六
一
条
は
当
初
の
政
府
草
案
に
は
な
く
、
そ
の
後
付
加
さ
れ
た
も
の
で
、
改
正
規
定
の
例
外
を
定
め
た
経
過
規
定
で
、

「
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
、
大
統
領
は
内
閣
の
助
言
に
基
づ
き
、
こ
の
憲
法
の
条
項
が
完
全
な
効
力
を
持
つ
た
め
に
必
要
な

憲
法
修
正
ま
た
は
こ
の
憲
法
の
条
項
の
中
に
あ
る
矛
盾
若
し
く
は
誤
り
を
訂
正
す
る
た
め
に
必
要
な
憲
法
修
正
を
、
官
報
に
登
載
さ
れ
る

政
令
（D

ecree

）
に
よ
っ
て
行
う
」
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
は
、
こ
の
条
項
に
よ
る
修
正
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

6
．
経
過
規
定

第
一
二
章
│
施
行
、
解
釈
、
廃
止
及
び
経
過
は
、
第
Ａ
部
│
略
称
及
び
施
行
、
第
Ｂ
部
│
解
釈
、
第
Ｃ
部
│
廃
止
、
及
び
第
Ｄ
部
│
経

過
の
四
部
一
三
ヵ
条
か
ら
な
る
。
第
Ｃ
部
│
廃
止
で
は
、
本
章
の
第
Ｄ
部
に
従
っ
て
、「
フ
ィ
ジ
ー
行
政
権
令
二
〇
〇
九
年
」
を
は
じ
め

と
す
る
二
〇
〇
九
年
の
五
つ
の
政
令
（D
cree

）
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
六
四
条
）。
第
Ｄ
部
│
経
過
で
は
、
一
六
四

条
で
示
さ
れ
た
五
つ
の
政
令
の
廃
止
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
政
令
の
下
で
そ
の
職
に
就
い
た
大
統
領
（
一
六
五
条
）、
首
相
及
び
閣
僚

（
一
六
六
条
）、
公
職
者
（
一
六
七
条
）
は
こ
の
憲
法
の
下
で
最
初
の
国
会
が
招
集
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
に
あ
る
こ
と
、
財
政
（
一
六
八
条
）、

国
会
及
び
議
長
の
権
限
（
一
六
九
条
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
職
又
は
制
度
の
職
に
あ
る
者
の
法
的
な
継
承
者
は
、
こ
の
憲
法
施
行
直
前
に
新
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
職
又
は

制
度
に
対
応
す
る
職
又
は
制
度
に
お
い
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
者
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
七
一
条
⑴
項
）。
こ
の
憲
法
施
行
以
前
に
認
め

ら
れ
て
い
た
諸
権
利
や
義
務
は
、
こ
の
憲
法
で
異
な
る
定
め
が
な
い
限
り
、
そ
の
保
持
が
継
続
し
て
認
め
ら
れ
る
（
一
七
二
条
）。
こ
の
憲

法
の
施
行
直
前
に
効
力
を
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
成
文
法
は
、
こ
の
憲
法
施
行
後
も
そ
の
効
力
を
維
持
す
る
（
一
七
三
条
）。
二
〇
〇
九
年

（
四
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
四

の
「
司
法
行
政
令
」
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
は
存
続
し
、
そ
の
裁
判
所
に
お
け
る
す
べ
て
の
司
法
手
続
で
こ
の
憲
法
の
施
行
日
直

前
に
進
行
中
の
手
続
は
、
そ
の
開
始
時
に
こ
の
憲
法
の
条
項
が
効
力
を
発
生
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
継
続
す
る
（
一
七
四
条
）。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
憲
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
規
定
が
、
憲
法
施
行
以
前
と
の
継
続
性
を
重
視
す
る
形
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
て
、
新
憲
法
に
よ
る
大
変
革
の
中
で
も
一
定
の
既
得
権
を
保
護
す
る
こ
と
で
改
革
に
よ
る
衝
撃
を
和
ら
げ
、
安
堵
感
と
協
力
を
促
す
こ

と
に
よ
り
憲
法
に
対
す
る
支
持
を
強
化
し
、
憲
法
の
定
め
る
目
的
の
達
成
に
寄
与
す
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

四　

憲
法
の
結
果

1
．
二
〇
一
四
年
の
総
選
挙

二
〇
一
三
年
九
月
に
大
統
領
の
承
認
を
得
て
新
憲
法
が
発
効
し
た
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
は
、
全
国
を
巡
回
視
察
し
、
二
〇
一
三
年
憲

法
の
条
文
を
住
民
に
配
布
し
、
憲
法
は
フ
ィ
ジ
ー
国
民
が
前
進
す
る
た
め
の
方
法
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
自
ら
憲
法
を

読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
訴
え
た
（
27
）

。

同
首
相
は
、
新
憲
法
は
次
の
三
点
に
お
い
て
、
独
立
以
来
の
三
つ
の
憲
法
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、

①
誰
も
が
平
等
で
、
誰
も
が
フ
ィ
ジ
ア
ン
と
呼
ば
れ
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
実
施
さ
れ
る
選
挙
で
は
誰
も
が
平
等
な
価
値
を
有
す
る
一
票

を
も
つ
こ
と
、
②
恒
久
的
な
居
住
権
、
十
分
な
交
通
・
食
料
・
清
潔
な
水
・
正
当
な
最
低
賃
金
・
社
会
保
障
制
度
・
健
康
及
び
公
衆
衛
生

へ
の
ア
ク
セ
ス
権
が
初
め
て
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
③
憲
法
は
土
地
保
有
者
の
権
利
だ
け
で
な
く
借
地
人
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る

こ
と
、
と
い
う
三
点
で
あ
っ
た
（
28
）

。

（
四
二
二
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
五

さ
ら
に
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
自
身
が
強
調
し
た
点
が
、
国
民
の
教
育
権
の
保
障
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
初
等
か
ら
大
学
教
育
に
至
る

す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
国
民
の
教
育
権
を
保
障
す
る
も
の
で
、
総
選
挙
後
に
誕
生
す
る
新
政
府
は
す
べ
て
の
フ
ィ
ジ
ー
国
民
に
対
し
、

す
べ
て
の
教
育
段
階
で
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
は
初

等
・
中
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
の
無
償
化
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
教
育
政
策
が
、
選
挙
に
お
い
て
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
が
選
挙
に

出
馬
す
る
た
め
国
軍
司
令
官
の
職
を
辞
し
て
結
成
し
た
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
（F

ijiF
irst

）
党
へ
の
支
持
獲
得
に
大
い
に
貢
献
す
る
こ

と
に
な
っ
た
（
29
）

。

加
え
て
、
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
へ
の
支
持
獲
得
に
貢
献
し
た
の
が
、
土
地
政
策
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
原
住
民
土
地

信
託
会
議
（
Ｔ
Ｌ
Ｔ
Ｂ
）
の
議
長
で
も
あ
る
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
は
「
原
住
民
の
慣
習
的
保
有
地
の
土
地
保
有
権
を
総
有
す
る
各
個
人
は
、

土
地
か
ら
得
ら
れ
る
す
べ
て
の
利
益
を
平
等
か
つ
公
正
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
慣
習
的
保
有
地
と
慣
習
的
漁
業
権
の
権
利

者
は
、
そ
の
土
地
と
漁
業
権
を
有
す
る
場
所
か
ら
産
出
さ
れ
る
鉱
物
資
源
に
関
し
、
公
正
な
使
用
料
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
る
と
の
考
え

を
明
ら
か
に
し
た
（
30
）

。

そ
し
て
同
首
相
は
、「
土
地
保
有
権
の
保
護
を
通
じ
て
土
地
保
有
者
を
保
護
す
る
こ
と
と
、
今
日
土
地
保
有
者
が
公
正
か
つ
正
当
な
賃

借
料
を
受
け
取
る
必
要
性
は
、
土
地
の
賃
貸
借
権
と
利
益
を
憲
法
で
保
障
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
マ
タ
ン
ガ
リ
（
31
）

の
メ

ン
バ
ー
は
、
マ
タ
ン
ガ
リ
の
土
地
借
地
料
に
よ
る
収
益
を
平
等
に
利
用
し
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
32
）」

と
述
べ
、
慣
習
的
土
地
保
有

者
の
土
地
保
有
権
の
保
障
と
共
同
保
有
者
間
で
の
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
の
平
等
か
つ
公
正
な
配
分
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

国
土
の
九
一
％
が
原
住
民
保
有
地
で
あ
る
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
、
慣
習
的
土
地
保
有
権
を
保
障
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益

配
分
の
平
等
化
は
、
原
住
民
系
フ
ィ
ジ
ー
人
に
と
っ
て
政
権
の
支
持
を
左
右
す
る
極
め
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
来

（
四
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
六

た
る
べ
き
総
選
挙
に
お
け
る
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
へ
の
支
持
を
固
め
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
土
地
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
は
、

土
地
政
治
（land politics

）
と
も
い
わ
れ
、
一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
以
来
フ
ィ
ジ
ー
の
発
展
を
妨
げ
て
き
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で

あ
っ
た
。
そ
の
土
地
問
題
に
対
し
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
は
一
つ
の
解
答
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
解
答
の
正
否
が
総
選
挙
の
最
大
の

争
点
と
な
っ
た
。

2
．
選
挙
結
果
と
そ
の
意
味

こ
の
憲
法
の
下
で
最
初
の
国
会
議
員
選
挙
日
は
、「
二
〇
一
四
年
九
月
三
〇
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
七
〇
条
）
と
定
め
ら

れ
て
い
た
憲
法
規
定
に
し
た
が
い
二
〇
一
四
年
九
月
一
七
日
に
投
票
が
実
施
さ
れ
た
。

選
挙
制
度
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
「
小
選
挙
区
優
先
順
位
付
き
選
択
投
票
制
」
に
代
わ
っ
て
「
大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表

制
」
が
新
た
に
採
用
さ
れ
（
五
三
条
⑴
項
）、
選
挙
区
は
全
国
一
区
（
五
三
条
⑴
項
）
で
、
議
員
定
数
は
前
憲
法
の
七
一
人
か
ら
五
〇
人
に
変

更
さ
れ
た
（
五
四
条
⑴
項
）。

選
挙
へ
の
立
候
補
は
、
政
党
所
属
候
補
だ
け
で
な
く
無
所
属
候
補
も
認
め
ら
れ
（
五
六
条
⑴
項
）、
政
党
所
属
候
補
の
場
合
、
政
党
得
票

数
が
全
投
票
数
の
五
％
以
上
を
獲
得
し
な
い
と
政
党
に
議
席
が
配
分
さ
れ
ず
、
無
所
属
候
補
者
も
全
投
票
数
の
五
％
以
上
の
得
票
が
な
い

と
当
選
で
き
な
い
と
な
っ
た
（
五
三
条
⑶
項
）。

こ
の
選
挙
制
度
も
と
で
、
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
（F

ijiF
irst

）、
社
会
民
主
自
由
党
（S

ocial D
em
ocratic L

iberal P
arty

）、 

国
民
連
合

党
（N
ational F

ederation P
arty

）
の
三
党
が
五
％
を
上
回
る
得
票
率
と
な
り
、
議
席
が
配
分
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー

ス
ト
三
二
議
席
（
得
票
率
五
九
・
二
〇
％
）、
社
会
民
主
自
由
党
一
五
議
席
（
同
二
八
・
二
〇
％
）、
国
民
連
合
党
三
議
席
（
同
五
・
五
〇
％
）
と
な
っ

（
四
二
四
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
七

た
（
33
）

。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
党
首
の
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
は
過
半
数
（
二
六
議
席
）
を
超
え
る
三
二
議
席
を
獲
得
し
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
が
首
相

に
就
任
し
た
。
民
主
的
正
統
性
を
も
っ
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
の
得
票
数

二
九
三
、七
一
四
票
（
投
票
総
数
四
九
六
、三
六
四
票
）
の
う
ち
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
個
人
の
得
票
数
は
二
〇
二
、四
五
九
票
（
Ｆ
Ｆ
全
体
の
得
票
数
の

六
八
・
九
三
％
）
と
い
う
驚
異
的
な
数
に
上
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
以
来
政
権
を
担
っ
て
き
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
と
そ
の
政
策
が
国
民
の
絶
対
的

な
信
任
を
得
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
〇
一
三
年
憲
法
制
定
の
眼
目
は
、
二
〇
〇
八
年
八
月
の
「
人
民
憲
章
」（
二
〇
〇
八
年
八
月
）
を
基
礎
と
し
て
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に

発
表
さ
れ
た
「
民
主
制
と
持
続
可
能
な
社
会
・
経
済
開
発
の
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
で
示
さ
れ
た
「
良
い
統
治
」
の
確
立
の
た
め
の
具

体
的
な
政
策
を
憲
法
に
規
定
し
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
な
事
項
は
、
①
新
憲
法
を
制
定
し
て
す
べ
て
の
国
民
を“F

ijian ”

と
呼
称
し
、
国
名
は“F
iji ”

と
す
る
こ
と
、
②
全
国
一
区
の
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
を
採
用
し
一
院
制
国
会
と
す
る
こ
と
、
③
国
の

安
全
保
障
を
強
化
し
「
ク
ー
・
サ
イ
ク
ル
」
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
、
④
反
腐
敗
独
立
委
員
会
の
設
置
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
二
〇
一
三
年
憲
法
に
盛
り
込
ま
れ
制
度
化
さ
れ
た
。「
良
い
統
治
」
の
確
立
の
た
め
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
目
指
す
と

こ
ろ
、
最
終
目
的
は
民
族
区
別
を
超
え
た
国
民
統
合
の
実
現
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
り
わ
け
、
す
べ
て
の
国
民
を
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijian

）
と
呼
び
、
民
族
区
別
の
な
い
選
挙
制
度
と
議
会
制
度
を
実
現
す
る
こ
と
は

フ
ィ
ジ
ー
独
立
以
来
の
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
憲
法
に
規
定
す
る
こ
と
自
体
が
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
実
現

（
四
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
八

し
五
年
を
経
た
現
時
点
で
は
こ
の
試
み
は
成
功
し
た
か
に
見
え
る
。
今
後
も
こ
の
状
態
が
継
続
し
定
着
す
る
と
き
、
二
〇
一
三
年
憲
法
の

目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ク
ー
デ
タ
の
発
生
も
な
く
、
民
族
区
分
の
な
い
選
挙
に
よ
る
政
権
選
択
が
幾
度
か

繰
り
返
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
憲
法
の
評
価
が
定
ま
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
憲
法
の
制
定
に
至
る
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
事
政
権
の
諸
政
策
が
国
民
統
合
を
条
文
の
上
で
初
め
て
実
現
し
た

二
〇
一
三
年
憲
法
を
制
定
し
、
そ
の
憲
法
の
新
制
度
の
も
と
で
第
一
回
の
国
会
議
員
選
挙
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
四
年
間
の
安
定

的
な
政
治
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
下
し
て
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。「
軍
事
独
裁
政
権
」
と
し
て
先
進

民
主
主
義
諸
国
の
批
判
を
受
け
続
け
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
政
権
が
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
真
に
自
由
で
平
等
な
民
主

主
義
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
を
つ
く
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

民
主
的
正
統
性
を
欠
い
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
事
政
権
で
は
あ
っ
た
が
、
国
民
の
支
持
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
世
論
調
査
等
に
よ
っ
て

裏
付
け
ら
れ
て
い
た
。
事
実
と
し
て
同
政
権
が
多
数
の
国
民
の
期
待
に
応
え
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
政
策
を
強
力
に
実
行
し
て
き

た
こ
と
が
支
持
の
理
由
で
あ
り
、
そ
の
政
策
と
は
民
主
政
治
の
基
礎
と
な
る
国
民
の
政
治
的
・
経
済
的
平
等
化
の
実
現
を
中
核
と
す
る
諸

政
策
で
あ
っ
た
。
全
国
民
を
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijian

）
と
呼
び
、
民
族
に
関
わ
り
な
く
全
国
民
の
政
治
的
・
経
済
的
平
等
化
を
実
現
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
前
提
条
件
で
あ
る
全
国
民
の
「
平
等
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
の
目
指
し
た
民
主
化
で
、

そ
の
た
め
の
政
策
を
憲
法
制
定
に
先
立
ち
実
行
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
全
国
民
平
等
化
の
た
め
の
制
度
を
含
む
二
〇
一
三
年
憲
法
の
制

定
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。

二
〇
一
三
年
憲
法
は
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
以
来
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
政
策
目
的
の
達
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

そ
れ
が
今
後
も
安
定
的
に
継
続
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
憲
法
規
定
と
し
て
は
実
現
さ
れ
た
憲
法
の
目
的
た
る
国
民
統
合
の
実
現
の
成

（
四
二
六
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
九

否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
時
点
で
の
評
価
は
こ
こ
ま
で
に
と
ど
ま
る
。

注（
1
） 

フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
と
民
主
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
と
民
主
主
義
│
ク
ー
デ
タ
は
民
主

主
義
を
否
定
し
、
民
主
主
義
の
条
件
を
つ
く
っ
た
│
」
太
平
洋
諸
島
学
会
『
太
平
洋
諸
島
研
究
』
第
五
号
（
二
〇
一
七
年
）、
三
七
│
五
八
頁
、
参
照
。

（
2
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
九
〇
年
憲
法
、
お
よ
び
一
九
九
七
年
憲
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
国
民
国
家
形
成
と
国
民
統
合
の
観

点
か
ら
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
東
裕
「
国
民
国
家
形
成
と
憲
法
│
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
の
場
合
│
」
憲
法
政
治
学
研
究
会
編
『
近
代
憲
法
へ
の

問
い
か
け
│
憲
法
の
周
縁
世
界
』（
成
蹊
堂
、
一
九
九
九
年
）
所
収
、
二
三
七
│
二
五
六
頁
。

（
3
） 

発
展
途
上
国
に
お
い
て
は
い
か
に
機
能
す
る
憲
法
を
設
計
す
る
か
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
応
じ
た
安
定
的
な
民
主
主
義
を

実
現
す
る
た
め
の
統
治
制
度
の
設
計
を
目
的
と
す
る
の
が
「
憲
法
工
学
」（constitutional engineering

）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
社
会
的
・

政
治
的
・
経
済
的
条
件
を
十
分
斟
酌
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
機
能
す
る
よ
う
立
憲
主
義
制
度
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

憲
法
の
目
的
、
そ
の
目
的
の
実
現
を
促
す
た
め
の
制
度
、
そ
し
て
そ
の
も
た
ら
す
結
果
を
考
慮
し
た
憲
法
の
設
計
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
東

裕
「
新
立
憲
主
義
・
憲
法
工
学
・
憲
法
政
治
学
」
憲
法
学
会
編
『
憲
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
固
有
性
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）、
四
五
五
頁
。）

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
フ
ィ
ジ
ー
二
〇
一
三
年
憲
法
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

一
九
九
七
年
憲
法
が
採
用
し
た
「
複
数
政
党
内
閣
制
」（m

ulti-party C
abinet

：
九
九
条
⑶
項
）
は
、
民
族
別
に
分
化
し
た
政
党
制
を
前
提
に
、

首
相
が
組
閣
に
あ
た
っ
て
下
院
で
一
〇
％
以
上
の
議
席
を
有
す
る
政
党
に
対
し
て
議
席
数
の
割
合
に
応
じ
て
入
閣
を
要
請
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た

も
の
で
、
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
が
協
働
し
て
政
権
運
営
に
あ
た
る
「
国
民
統
合
政
府
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
統
合
を
目
指
す
こ
と
を

憲
法
制
度
と
し
て
義
務
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
5
） 

東
裕
『
太
平
洋
島
嶼
国
の
憲
法
と
政
治
文
化
│
フ
ィ
ジ
ー
1
9
9
7
年
憲
法
と
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
│
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）、

二
四
四
頁
。

（
四
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

六
〇

（
6
） 

『
前
掲
書
』、
同
頁
。

（
7
） 

「
人
民
憲
章
」
の
作
成
の
背
景
・
経
緯
・
目
的
・
内
容
に
つ
い
て
は
、『
前
掲
書
』、
二
六
五
│
二
八
一
頁
、
参
照
。

（
8
） 
二
〇
〇
六
年
一
二
月
六
日
の
ク
ー
デ
タ
後
の
大
統
領
の
行
為
の
合
法
性
・
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
。
原
告
は
政
権
を
追
放
さ
れ
た

ガ
ラ
セ
前
首
相
ほ
か
四
名
、
被
告
は
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
軍
、
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
、
暫
定
政
府
司
法
長
官
。
大
統

領
大
権
（prerogative pow

er

）
の
存
否
と
そ
の
合
法
性
が
争
点
の
中
心
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ジ
ー
高
裁
判
決
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
九
日
）
で
は

大
統
領
大
権
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
行
使
は
合
法
か
つ
有
効
と
し
た
。
し
か
し
、
控
訴
裁
判
決
で
は
大
統
領
大
権
を
認
め
ず
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月

六
日
か
ら
二
〇
〇
七
年
一
月
一
六
日
の
間
に
行
わ
れ
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
の
行
政
権
掌
握
と
非
常
事
態
宣
言
や
イ
ロ
イ
ロ
大
統
領
に
よ
る

バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
首
相
任
命
な
ど
の
措
置
を
違
法
と
宣
言
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
大
統
領
が
新
た
に
暫
定
首
相
を
任
命
し
、
総
選
挙
を
実
施
す
る

こ
と
は
合
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
決
を
下
し
た
控
訴
裁
裁
判
官
三
名
は
い
ず
れ
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
あ
っ
た
。
東
『
前
掲
書
』

二
八
七
頁
、
お
よ
び
同
「
フ
ィ
ジ
ー
控
訴
裁
判
決
（
2
0
0
9
／
0
4
／
0
9
）
と
新
体
制
の
成
立
」（
社
）
太
平
洋
諸
島
地
域
研
究
所
『
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通
巻
一
三
四
号
、
二
〇
〇
九
年
八
月
、
一
三
│
二
三
頁
。

（
9
） 

東
『
前
掲
書
』
二
八
二
│
二
八
四
頁
。

（
10
） 

東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
軍
事
政
権
の
民
主
化
改
革
と
国
際
関
係
の
変
容
」
黒
崎
岳
大
・
今
泉
慎
也
編
『
太
平
洋
島
嶼
地
域
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
変

容
と
再
構
築
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
・
二
〇
一
六
年
）
六
二
頁
。

（
11
） 

東
「
前
掲
論
文
」
六
四
│
六
五
頁
。

（
12
） 

二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
に
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
が
発
表
し
た
「
変
化
に
向
け
た
戦
略
枠
組
み
」（A

 S
trategic F

ram
ew
ork for C

hange

）

で
示
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
五
年
間
の
政
策
実
施
計
画
を
具
体
化
し
た
政
策
と
し
て
、
同
年
一
二
月
に
国
家
計
画
省
が
発
表

し
た
「
民
主
制
と
持
続
可
能
な
社
会･

経
済
開
発
の
た
め
の
ロ
ー
ド･

マ
ッ
プ
」（R

oadm
ap for D

em
ocracy and S

ustainable S
ocio-

E
conom

ic D
evelopm

ent 2010-2014

）
の
こ
と
（「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
略
称
）。
社
会･

経
済
状
況
と
イ
ン
フ
ラ
の
改
善
を
先
行
さ
せ

（
二
〇
〇
九
│
二
〇
一
一
年
）、
そ
の
後
に
新
憲
法
の
作
成
作
業
と
公
布
（
二
〇
一
二
│
二
〇
一
三
年
）、
総
選
挙
実
施
に
よ
る
民
主
制
復
帰

（
二
〇
一
四
年
九
月
ま
で
に
）
と
の
工
程
の
も
と
に
、「
良
い
統
治
」、「
経
済
開
発
」、「
社
会･

文
化
開
発
」
に
関
す
る
個
別
政
策
が
示
さ
れ
た
。

（
四
二
八
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

六
一

（
13
） 

二
〇
一
三
年
憲
法
の
全
条
文
見
出
し
お
よ
び
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
2
0
1
3
年
憲
法
の
成
立
と
特
徴
│
政
府
草
案
か

ら
の
修
正
点
を
中
心
に
│
」（
一
社
）
太
平
洋
協
会
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通
巻
一
四
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
│
二
三
頁
。

（
14
） 
一
九
九
七
年
憲
法
の
構
造
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
東
『
前
掲
書
』、
九
七
│
一
三
五
頁
。

（
15
） 
一
九
九
〇
年
憲
法
の
原
住
民
系
国
民
の
政
治
的
優
位
を
定
め
た
特
徴
的
な
規
定
と
し
て
、
首
相
の
就
任
要
件
と
し
て
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
で
あ

る
こ
と
（
八
三
条
）、
下
院
議
席
全
七
〇
議
席
を
す
べ
て
民
族
別
議
席
と
し
そ
の
う
ち
過
半
数
の
三
七
議
席
を
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
議
席
と
し
た
こ

と
（
四
一
条
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
『
前
掲
書
』
一
〇
一
頁
、
お
よ
び
同
、
前
掲
「
国
民
国
家
形
成
と
憲
法
│
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
の
場
合
│
」、

二
四
一
頁
。

（
16
） 

一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
九
〇
年
憲
法
、
お
よ
び
一
九
九
七
年
憲
法
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
東
『
前
掲
書
』
一
三
八
│
一
四
二
頁
、
参
照
。

（
17
） 

一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
を
実
行
し
た
ラ
ン
ブ
カ
中
佐
は
そ
の
後
政
界
入
り
し
「
フ
ィ
ジ
ー
人
党
」（
Ｓ
Ｖ
Ｔ
）
を
率
い
、
原
住
民
系
フ
ィ

ジ
ー
人
の
支
持
を
得
て
一
九
九
二
年
の
下
院
議
員
選
挙
で
第
一
党
と
な
り
首
相
に
就
任
し
、
一
九
九
九
年
五
月
の
選
挙
で
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党
に
敗
れ

る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
平
民
階
層
の
出
身
で
あ
っ
た
が
大
酋
長
会
議
に
加
え
ら
れ
議
長
も
務
め
た
。
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
を

実
行
し
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
の
民
主
制
復
帰
の
国
会
議
員
選
挙
で
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
を
率
い
て
立
候
補
し
、

個
人
で
最
高
得
票
数
を
獲
得
し
て
当
選
し
、
同
党
の
過
半
数
議
席
獲
得
に
絶
大
な
貢
献
を
し
た
。
首
相
と
な
っ
て
今
日
も
そ
の
地
位
に
あ
る
。

（
二
〇
一
八
年
八
月
現
在
）

（
18
） 

一
九
七
〇
年
憲
法
の
下
院
は
五
二
議
席
か
ら
な
り
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
が
と
も
に
二
二
議
席
、
そ
の
他
八
議
席
。
一
九
九
〇
年

憲
法
の
下
院
七
〇
議
席
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
三
七
議
席
、
イ
ン
ド
系
二
七
議
席
、
ロ
ツ
マ
人
一
議
席
、
そ
の
他
民
族
五
議
席
。
一
九
九
七
年
憲

法
で
は
下
院
七
一
議
席
の
う
ち
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
二
三
議
席
、
イ
ン
ド
系
一
九
議
席
、
ロ
ツ
マ
人
一
議
席
、
そ
の
他
民
族
三
議
席
、
残
り
二
五

議
席
は
民
族
別
で
な
い
議
席
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
選
挙
人
名
簿
は
、
各
民
族
別
の
名
簿
（com

m
unal rolls

）
と
民
族
別
で
な
い
全
国
民
名
簿

（national roll

）
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
東
『
前
掲
書
』、
九
八
│
一
〇
四
、
一
三
八
│
一
四
二
頁
。

（
19
） 

一
九
九
七
年
憲
法
の
民
族
別
議
席
（
四
六
議
席
）
の
選
挙
人
名
簿
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
、
イ
ン
ド
系
、
ロ
ツ
マ
人
、
そ
の
他
の
民
族
、
の

四
つ
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
な
っ
て
い
た
（
一
九
九
七
年
憲
法
五
一
条
⑴
項
⒜
号
）。
各
民
族
別
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
有
権
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族

（
四
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

六
二

別
議
席
の
議
員
を
選
挙
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
同
条
⑵
〜
⑸
項
）。

（
20
） 

一
九
九
七
年
憲
法
下
の
上
院
は
三
二
議
席
か
ら
な
り
、
大
酋
長
会
議
、
首
相
、
野
党
代
表
、
ロ
ツ
マ
評
議
会
の
助
言
に
よ
っ
て
大
統
領
が
任
命

し
た
。
大
酋
長
会
議
の
助
言
に
よ
る
も
の
一
四
議
席
、
首
相
の
助
言
に
よ
る
も
の
九
議
席
、
野
党
代
表
の
助
言
に
よ
る
も
の
八
議
席
、
ロ
ツ
マ
評
議

会
の
助
言
に
よ
る
も
の
一
議
席
で
あ
っ
た
（
一
九
九
七
年
憲
法
六
四
条
⑴
項
⒜
〜
⒝
号
）。

（
21
） 

下
院
の
選
挙
制
度
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
五
四
条
か
ら
六
三
条
に
規
定
が
あ
り
、
詳
細
は
法
律
事
項
と
さ
れ
て
い
た

（
五
四
条
⑵
項
）
が
、
選
択
投
票
制
（the preferential system
 of voting know

n as the alternative vote

）
を
採
用
す
る
こ
と
は
五
四
条
⑴

項
に
規
定
さ
れ
た
憲
法
事
項
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
憲
法
で
も
選
挙
制
度
の
基
本
を
憲
法
事
項
と
す
る
方
式
が
踏
襲
さ
れ
、「
大
選
挙
区
非
拘
束

名
簿
式
比
例
代
表
制
」（m

ulti-m
em
ber open list system

 of proportional representation

）
と
「
単
一
選
挙
人
名
簿
」（a single national 

electral roll

）
の
採
用
は
五
三
条
⑴
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

一
九
九
九
年
の
総
選
挙
で
は
、
第
一
党
と
な
っ
た
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党
（
Ｆ
Ｌ
Ｐ
）
の
第
一
順
位
選
択
率
が
三
二
・
三
％
で
三
七
議
席
（
全
議
席

の
五
二
・
一
％
）
を
獲
得
し
、
前
与
党
の
フ
ィ
ジ
│
人
党
（
Ｓ
Ｖ
Ｔ
）
は
第
一
順
位
選
択
率
二
〇
・
〇
％
で
八
議
席
（
全
議
席
の
一
一
・
三
％
）
に
と

ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
一
順
位
選
択
率
が
一
四
・
五
％
あ
っ
た
国
民
連
合
党
（
Ｎ
Ｆ
Ｐ
）
が
改
選
前
の
二
〇
議
席
か
ら
〇
議
席
と
な
り
、
一
方
、

第
一
順
位
選
択
率
が
一
〇
・
二
％
と
国
民
連
合
党
を
下
回
っ
た
フ
ィ
ジ
ー
人
協
会
党
（
Ｆ
Ａ
Ｐ
）
が
一
〇
議
席
（
改
選
前
四
議
席
）
を
獲
得
す
る
な

ど
、
一
般
有
権
者
の
目
に
は
民
意
が
正
確
に
反
映
さ
れ
な
い
不
合
理
な
選
挙
と
映
っ
た
。
国
民
統
合
を
目
指
し
た
一
九
九
七
年
憲
法
に
あ
っ
て
、
イ

ン
ド
系
政
党
に
有
利
で
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
に
不
利
な
結
果
を
生
ん
だ
こ
の
選
挙
制
度
は
、
憲
法
の
目
的
実
現
に
有
効
な
制
度
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、

そ
れ
を
阻
害
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
憲
法
設
計
の
失
敗
、
し
か
も
致
命
的
な
失
敗
で
あ
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
23
） 

独
立
を
控
え
憲
法
制
定
に
あ
た
っ
て
イ
ン
ド
系
と
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
で
激
し
く
意
見
が
対
立
し
た
の
が
単
一
選
挙
人
名
簿
に
よ
る
選
挙
（
共

通
選
挙
）
で
あ
っ
た
。「（
共
通
選
挙
に
つ
い
て
）
イ
ン
ド
人
た
ち
は
そ
れ
に
大
い
に
固
執
し
、
フ
ィ
ジ
ー
人
た
ち
は
強
く
反
対
し
た
。
…
フ
ィ
ジ
ー

人
は
経
済
的
に
は
最
も
弱
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
り
、
共
通
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
自
分
た
ち
が
十
分
な
代
表
権
と
適
切
な
発
言
力
を
得
る
ま

で
は
、
制
度
基
盤
を
固
め
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（
カ
ミ
セ
セ
・
マ
ラ
（
小
林
泉
・
東
裕
・
都
丸
潤
子
訳
）『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ

│
フ
ィ
ジ
ー
大
統
領
回
顧
録
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
二
頁
。

（
四
三
〇
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

六
三

（
24
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
主
要
政
党
は
民
族
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
最
近
で
は
そ
の
傾
向
に
変
化
が
み
ら
れ
る
が
、
一
九
九
九
年
の
下
院
議
員

選
挙
の
時
代
で
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
が
フ
ィ
ジ
ー
人
党
（
Ｓ
Ｖ
Ｔ
）
と
フ
ィ
ジ
ー
人
協
会
党
（
Ｆ
Ａ
Ｐ
）、
イ
ン
ド
系
が
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党

（
Ｆ
Ｌ
Ｐ
）
と
国
民
連
合
党
（
Ｎ
Ｆ
Ｐ
）
に
分
か
れ
て
い
た
。

（
25
） 
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
「
国
は
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
合
理
的
な
手
段
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
一
方
、

「
諸
権
利
の
実
現
の
た
め
の
資
源
を
国
が
有
し
な
い
と
主
張
す
る
と
き
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
資
源
の
利
用
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
国
に
社
会
権
的
諸
権
利
（
三
一
条
〜
三
八
条
）
の
実
現
を
強
く
義
務
付
け
て
い
る
。

（
26
） 

フ
ィ
ジ
ー
が
先
進
諸
国
か
ら
軍
事
独
裁
政
権
批
判
を
浴
び
て
い
た
二
〇
一
一
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ロ
ー
ウ
ィ
ー
研
究
所
（L

ow
y 

Institute

）
が
フ
ィ
ジ
ー
で
行
っ
た
世
論
調
査
の
結
果
、
当
時
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
の
政
策
に
対
し
六
六
％
が
支
持
す
る
と
し
、
六
五
％
が
フ
ィ

ジ
ー
は
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
回
答
し
た
。
国
民
の
多
数
は
、
政
府
は
国
民
の
声
に
耳
を
傾
け
、
保
健
、
教
育
、
交
通
と
い
っ
た
主
要
な
社

会
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
答
え
、
政
府
は
民
族
間
の
不
平
等
解
消
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る
と
の
回
答
は
六
七
％
に
も
上
っ
た
。（Jenny 

H
ayw
ard-Jones, “F

iji at H
om

e an
d

 th
e W

orld
, P

u
blic O

pin
ion

 an
d

 F
oreign

 P
olicy”, L

ow
y Institute for International P

olicy, 

2011, p.1.

）

（
27
） 

「
太
平
洋
諸
島
情
報
」（
一
社
）
太
平
洋
協
会
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通
巻
一
四
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
五
五
頁
。

（
28
）（
29
） 

同
。

（
30
） 

同
、
五
六
頁
。

（
31
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
伝
統
的
共
同
体
組
織
の
一
単
位
。
一
つ
の
村
に
通
常
二
〜
四
の
マ
タ
ン
ガ
リ
（m

ataqali

）
が
存
在
し
、
一
つ
の
マ
タ
ン
ガ
リ
の

成
員
数
は
約
五
〇
〜
三
〇
〇
人
。
フ
ィ
ジ
ー
全
土
で
約
六
六
〇
〇
の
マ
タ
ン
ガ
リ
が
あ
る
。（
小
柏
葉
子
「
マ
タ
ン
ガ
リ
」『
新
版　

オ
セ
ア
ニ
ア
を

知
る
辞
典
』（
平
凡
社
・
二
〇
一
〇
年
）、
二
九
五
頁
）

（
32
） 

前
掲
「
太
平
洋
諸
島
情
報
」、
五
六
頁
。

（
33
） 

選
挙
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
総
選
挙
・
二
〇
一
四
・
雑
感
」（
一
社
）
太
平
洋
協
会
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通

巻
一
四
五
号
、
二
〇
一
五
年
二
月
、
二
〇
│
二
五
頁
。

（
四
三
一
）
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